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同和 交流センター使用料 2 望月町が単独で実施している。 合併時、新たな基準を設け料金を設定する。なお、

隣保館と併設のため隣保館使用料と同程度とする。

　使用料金の設定にあたっては、社会教育施設の使用料に
準じ、基礎となる１時間あたりの平米単価を統一する。また、
隣保館と一体的な施設であり、隣保館使用料と同程度にす
る。
　開館時間及び閉館時間については、地域の実情にあわせ
た時間帯で設定する。

※　各市町村の現況については、添付した現況調書に記載されている。

民生専門部会協議内容一覧

1


